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Ⅰ 点検結果の概況 

１ 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み 

 (1) 租税特別措置等に係る政策評価の枠組みは、以下のとおりとされている（図表１参照）。 

 ア 事前評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税について租税特別措置等の新設、拡充又は延長を行おうとする際には、事前評価を

行わなければならないとされている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第９条並びに行政

機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第３条第７号及び第８号）。 

② 法人税、法人住民税又は法人事業税以外の税目について租税特別措置等の新設、拡充又は延長を行おうとする際には、

積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努めるものとするとされている（「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16

日閣議決定。以下「基本方針」という。）Ⅰ－４－キ）。 

イ 事後評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税についての租税特別措置等に係る政策については、基本計画（同法第６条の規定に

基づき各行政機関が定める基本計画をいう。）において必ず事後評価の対象として明記することとされている（基本方針Ⅰ

－５－カ）。 

② 法人税、法人住民税又は法人事業税以外の税目についての租税特別措置等に係る政策については、積極的かつ自主的に

事後評価の対象とするよう努めるものとするとされている（基本方針Ⅰ－５－カ）。 

 (2) 租税特別措置等に係る政策評価を円滑かつ効率的に実施するため、その内容、手順等の標準的な指針を示す「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年５月28日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」とい

う。）が策定された。 

各行政機関は、ガイドラインに基づき、所要の租税特別措置等に係る政策評価を実施し、各行政機関における検討作業や政

府における税制改正作業に有益な情報を提供することが求められる。 

 また、ガイドラインⅡ－６（総務省による客観性担保評価活動）においては、「総務省行政評価局は、各行政機関が実施した

政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作

業に対し、適時に提供する」とされている。 
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図表１ 租税特別措置等に係る政策評価の対象範囲 

 

 

２ 租税特別措置等に係る政策評価の点検実施状況 

 (1) 点検の対象 

  平成27年度の税制改正要望に際し、26年９月26日までに総務大臣に送付された租税特別措置等（租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）又は地方税法（昭和25年法律第226号）以外の法律により規定されるものを含む。）に係る政策評価の評価書（同

日において暫定のものを含む。）の件数は、11行政機関の計144件であり、これら全てを点検の対象とした（図表２参照）。 
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 このうち、義務付けとなっている法人税、法人住民税又は法人事業税についての租税特別措置等に係る政策評価の評価書の

件数は115件、義務付け対象外となっている政策評価の評価書は29件であった（図表３参照）。 

 

図表２ 租税特別措置等に係る政策評価の区分別の点検実施件数 

行政機関名 

事前評価 
事後 

評価 
合計 

新設 拡充 延長 
拡充・ 

延長等 
計 

内閣府 7 2 2 3 14 0 14 

国家公安委員会・警察庁 0 2 0 0 2 0 2 

金融庁 3 4 1 0 8 0 8 

総務省 1 1 2 4 8 1 9 

文部科学省 2 0 0 2 4 0 4 

厚生労働省 8 1 7 3 19 4 23 

農林水産省 0 1 9 4 14 0 14 

経済産業省 11 3 18 3 35 0 35 

国土交通省 2 3 13 4 22 0 22 

環境省 1 1 2 2 6 2 8 

防衛省 2 1 0 2 5 0 5 

合 計 37 19 54 27 137 7 144 

（注） 「拡充・延長等」の区分は、一つの評価書において拡充及び延長要望等が含まれているものである。 
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図表３ 義務付け対象かどうかの分類による点検実施件数 

行政機関名 

事前評価 事後評価 合計 

義務付け

対象 

義務付け

対象外 
計 

義務付け

対象 

義務付け

対象外 
計 

義務付け

対象 

義務付け

対象外 
計 

内閣府 14 0 14 0 0 0 14 0 14 

国家公安委員会・警察庁 0 2 2 0 0 0 0 2 2 

金融庁 7 1 8 0 0 0 7 1 8 

総務省 8 0 8 1 0 1 9 0 9 

文部科学省 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

厚生労働省 18 1 19 3 1 4 21 2 23 

農林水産省 14 0 14 0 0 0 14 0 14 

経済産業省 15 20 35 0 0 0 15 20 35 

国土交通省 21 1 22 0 0 0 21 1 22 

環境省 5 1 6 2 0 2 7 1 8 

防衛省 3 2 5 0 0 0 3 2 5 

合 計 109 28 137 6 1 7 115 29 144 
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 (2) 点検の観点 

  点検に当たっては、ガイドラインにおいて評価書に記載が求められている項目の中から主要な要素を点検項目（図表４参照）

として設定した。 

点検は、租税特別措置等の要否を判断するものではなく、①背景にある政策の今日的な「合理性」、②政策目的に向けた手段

としての「有効性」、③補助金等他の政策手段と比した「相当性」について、分析・説明の内容が一定水準に達しているかの観

点から実施し、一定水準に達しておらず、分析・説明が不十分な項目については課題を指摘した。 

なお、「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」（平成25年６月14日閣議決定）において、政策税制の政策

評価について租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成22年法律第８号。以下「租特透明化法」という。）に基づ

く適用実態調査を活用するなど改善を図ることとされ、ガイドラインにおいても、評価において租特透明化法及び地方税法に

基づき把握される適用実態等に関する情報を分析することが位置付けられた。これらを踏まえ、「有効性」の分析・説明におい

て、当該情報が用いられているかについて点検を実施した。 

 

 (3) 点検過程 

評価書上では明らかにされていない情報や事実関係が不明確な点については、点検過程において、各行政機関に補足説明を

求め、当該補足説明を踏まえて点検を行った。 

また、当該補足説明の内容については、税制改正作業への有益な情報提供、国民への説明責任の向上のため、「課題のみられ

た点検項目に関し点検過程で新たに示された説明」として点検結果に添付した。 

 

 (4) 点検結果 

   評価書144件の点検結果は、図表５及び図表６のとおりである。各行政機関の評価書では、分析・説明の内容が一定水準に達

しているものは11件であった。各行政機関からの補足説明を踏まえた結果、分析・説明の内容が一定水準に達しているものの

総数は44件であった。評価書の大半（144件中100件）は、「有効性」の分析・説明が不十分であった。 
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図表４ 点検項目 

 

 

点検項目 
事前評価 事後 

評価 新設 拡充等 

租税特別措置等の合理性    

 ①政策目的の根拠及び政策体系における政策目的の位置付けが明らかにされているか。 ○ ○ ○ 

②所期の目標（直近の新設、拡充又は延長の要望を行った際に想定していた達成目標）が既に達

成されていないかが説明されているか。 
－ ○ ○ 

租税特別措置等の有効性    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③達成目標及び当該目標に係る測定指標が設定されているか。 ○ ○ ○ 

④過去の実績について、適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。 － ○ ○ 

⑤過去の実績について、適用数等が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていない

かが具体的に説明されているか。 
－ ○ ○ 

⑥将来推計として、適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。 ○ ○ － 

⑦過去の実績について、減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。 － ○ ○ 

⑧将来推計として、減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。 ○ ○ － 

⑨過去の実績について、租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が把握されているか。 － ○ ○ 

⑩将来推計として、租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が予測されているか。 ○ ○ － 

⑪過去の実績について、税収減を是認するような効果が確認されているかが説明されているか。 － ○ ○ 

⑫将来推計として、税収減を是認するような効果が見込まれるかが説明されているか。 ○ ○ － 

租税特別措置等の相当性    

 

 

 

⑬政策目的実現のための手段として、補助金や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等

の手段をとることが必要かつ適切であるかが説明されているか。 
○ ○ ○ 

⑭同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合に、適切かつ明確な役割分担がな

されているかが説明されているか。 
○ ○ ○ 

（注） 事前評価(新設）、事前評価(拡充等)、事後評価の区分ごとに、「○」が付いている項目がそれぞれの区分の点検項目となる。 
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図表５ 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（補足説明を踏まえたもの） 

行政機関名 

分析・説明の 

内容が一定水

準に達してい

るもの 

分析・説明の内容が不十分なもの 

合 計 
 

うち 

合理性 

うち 

有効性 

うち 

相当性 

内閣府 2   (1) 12 (13) 0   (3) 12 (13) 0   (4) 14 

国家公安委員会・警察

庁 
2   (0) 0   (2) 0   (0) 0   (2) 0   (2) 2 

金融庁 0   (0) 8   (8) 0   (8) 8   (8) 2   (6) 8 

総務省 6   (1) 3   (8) 0   (4) 3   (8) 0   (0) 9 

文部科学省 4   (1) 0   (3) 0   (1) 0   (3) 0   (1) 4 

厚生労働省 3   (1) 20 (22) 7  (13) 20 (22) 2  (14) 23 

農林水産省 7   (3) 7  (11) 1   (6) 7  (11) 0   (0) 14 

経済産業省 7   (0) 28 (35) 8  (23) 28 (35) 4  (21) 35 

国土交通省 5   (0) 17 (22) 1  (13) 17 (22) 1   (7) 22 

環境省 3   (1) 5   (7) 2   (2) 5   (7) 0   (3) 8 

防衛省 5   (3) 0   (2) 0   (0) 0   (2) 0   (0) 5 

合 計 44 (11) 100 (133) 19 (73) 100 (133) 9  (58) 144 

（注）１ （ ）内は、当初の評価書に対する点検結果。 

   ２ 事項要求に係る評価で、詳細が記述されておらず、一定水準に達しているか否か判断できないものについては、分析・説明の内容が不十分なものとして

分類。 

３ 分析・説明の内容が不十分なものが、「合理性」、「有効性」又は「相当性」に重複して該当する場合には、それぞれに計上したため、合計は「分析・説

明の内容が不十分なもの」の件数に一致しない。 
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図表６ 義務付け対象・義務付け対象外ごとの点検結果 

行政機関名 

義務付け対象 義務付け対象外 

分析・説明

の内容が

一定水準

に達して

いるもの 

分析・説明の内容が不十分なもの 

合 計 

分析・説明

の内容が

一定水準

に達して

いるもの 

分析・説明の内容が不十分なもの 

合 計 
 

うち 

合理性 

うち 

有効性 

うち 

相当性 

 

うち 

合理性 

うち 

有効性 

うち 

相当性 

内閣府 2 12 0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 

国家公安委員

会・警察庁 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

金融庁 0 7 0 7 1 7 0 1 0 1 1 1 

総務省 6 3 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 

文部科学省 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

厚生労働省 3 18 6 18 2 21 0 2 1 2 0 2 

農林水産省 7 7 1 7 0 14 0 0 0 0 0 0 

経済産業省 4 11 0 11 3 15 3 17 8 17 1 20 

国土交通省 5 16 0 16 0 21 0 1 1 1 1 1 

環境省 3 4 2 4 0 7 0 1 0 1 0 1 

防衛省 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 

合 計 37 78 9 78 6 115 7 22 10 22 3 29 

 

 

 

（注） 分析・説明の内容が不十分なものが、「合理性」、「有効性」又は「相当性」に重複して該当する場合には、それぞれに計上したため、合計は「分析・説明の内容が不十分なも

の」の件数に一致しない。 
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また、「合理性」、「有効性」及び「相当性」の分析・説明の内容について、不十分なものの組合せは、図表７のとおりであり、

「合理性」、「有効性」及び「相当性」の全てについて分析・説明の内容が不十分な評価が２件見られた。 

 

図表７ 分析・説明の内容が不十分なものの組合せ 

行政機関名 

合理性 

有効性 

及び 

相当性の 

分析・説明の

内容が不十分

合理性 

及び 

有効性の 

分析・説明の

内容が不十分

合理性 

及び 

相当性の 

分析・説明の

内容が不十分

有効性 

及び 

相当性の 

分析・説明の

内容が不十分

合理性のみ 

分析・説明の

内容が不十分

有効性のみ 

分析・説明の

内容が不十分

相当性のみ 

分析・説明の 

内容が不十分 

内閣府 0 0 0 0 0 12 0 

国家公安委員会・警察庁 0 0 0 0 0 0 0 

金融庁 0 0 0 2 0 6 0 

総務省 0 0 0 0 0 3 0 

文部科学省 0 0 0 0 0 0 0 

厚生労働省 0 7 0 2 0 11 0 

農林水産省 0 1 0 0 0 6 0 

経済産業省 1 7 0 3 0 17 0 

国土交通省 1 0 0 0 0 16 0 

環境省 0 2 0 0 0 3 0 

防衛省 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 2 17 0 7 0 74 0 
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 (5) 課題を指摘した主な事項 

   ア 背景にある政策の今日的な「合理性」の説明に係る課題 

＜政策目的の根拠＞ 

租税特別措置等によって実現する政策目的が優先度や緊要性の高いものなのか判断する根拠（法律、政令、閣議決定等）

について明らかにされていない。（144 件中５件） 

 

＜所期の目標の達成状況＞ 

租税特別措置等により達成しようとした当初の目標がいまだ達成されていないにもかかわらず、その原因又は引き続き実

施する理由についての説明が不十分である。（107 件中３件） 

 

イ 政策目的に向けた手段としての「有効性」の説明に係る課題 

＜達成目標及び測定指標＞ 

租税特別措置等によって達成すべき水準（測定指標が定量化されている場合は目標値）又はその達成時期についての説明

が不十分である。（144 件中 28 件） 

設定されている測定指標は、他の政策手段及び経済情勢の影響を大きく受けるものであり、租税特別措置等の直接的な効

果についての説明が不十分である。（144 件中 75 件） 

 

＜適用数、適用額及び減収額＞ 

租税特別措置等の適用数及び適用額の過去の実績について、租特透明化法及び地方税法に基づき把握される適用実態等に

関する情報が分析された上で把握されていない。（107 件中 14 件） 

租税特別措置等の適用数等が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていないことについて、所期の想定と比

較した説明が記載されていない。（107 件中 11 件） 

租税特別措置等の減収額の将来推計について、算定に用いた数値、計算式及びその根拠が明らかにされていない。（137 件

中 15 件） 
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＜税収減を是認するような効果＞ 

租税特別措置等の税収減を是認するような効果について、減収額と達成目標の実現状況を対比した上で説明されていない。

（144 件中 67 件） 

 

ウ 補助金等他の政策手段と比した「相当性」の説明に係る課題 

＜租税特別措置等の手段をとる必要性・適切性＞ 

租税特別措置等の必要性のみの説明にとどまり、想定され得る他の政策手段（補助金、規制等）と比較して、租税特別措

置等の手段をとることが必要かつ適切であることの説明が不十分である。（144 件中２件） 

 

＜他の政策手段との役割分担＞ 

他の政策手段が現に存在している場合において、租税特別措置等との適切かつ明確な役割分担についての説明が不十分で

ある。（144 件中５件） 
 

３ 租税特別措置等に係る政策評価の今後の課題 

租税特別措置等に係る政策評価は、平成 26 年度で５年目を迎えた。平成 26 年度は 144 件の評価書を点検し、各行政機関から

の補足説明を踏まえた結果、分析・説明の内容が一定水準に達したものは 44 件であった。最終的に分析・説明の内容が一定水準

に達した評価書の割合は、平成 23 年度は 9.7％（16 件）、24 年度は 20.2％（33 件）、25 年度は 19.6％（44 件）、26 年度は 30.6％

（44 件）と高くなってきており、租税特別措置等に係る政策評価の回数を重ね、評価書に記載される内容は充実してきている。 

それぞれの点検項目に着目すると、「合理性」及び「相当性」については、点検過程においてなされた補足説明により相当数が

改善され、補足説明を踏まえてもなお分析・説明に不十分な点が残るものは、「合理性」で 19 件、「相当性」で９件にとどまって

おり、これらの項目については、評価書及び補足説明において一定の内容をおおむね備えている。一方、「有効性」については、

いまだ多くの評価書において分析・説明の内容に不十分な点があった。「有効性」は租税特別措置等の要否の判断に資する特に重

要な情報であることから、今後も分析・説明の内容の更なる充実を図ることが必要である。 

点検過程において、「有効性」の分析・説明が不十分な例としては、①租特透明化法及び地方税法に基づき把握される適用実態

等に関する情報を用いていないなど、適用数等の過去の実績が適切に把握されていない評価書（20 件）、②不特定多数の適用を
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想定しながら、上位 10 社の適用額合計が８割を超え、租税特別措置等の適用額が特定の者に偏っていることについて、説明が不

十分な評価書（３件）、③租税特別措置等の適用件数の実績が極端に少なく（各年度３件以下）、その直接的な効果についての説

明が不十分な評価書（２件）が見られた。 

今後の税制改正作業において、分析・説明が不十分であると指摘した評価書（特に上記の評価書）については、更なる検証が

必要であるとともに、分析・説明の内容が一定水準に達している評価書についても、必要に応じて更なる分析・説明が期待され

る。また、現時点において他の政策手段等の効果を大きく受けない測定指標の設定が困難で、租税特別措置等の直接的な効果を

測るための事後検証の方法をあらかじめ明らかにしている評価書については、次回評価時に当該方法によりその効果を分析する

ことが求められる。 
租税特別措置等に係る政策評価は５年目を迎え、項目間で分析・説明の内容の水準に差異が生じていること等も踏まえ、より

多くの課題が残る「有効性」に重点を置いて点検するなど、政府全体として評価書に記載する内容の一層の充実を図るべく、こ

れまでの点検結果を総括して、点検の在り方を見直していく必要がある。 
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Ⅱ 個別の点検結果 

１ 点検結果の一覧表 

〈点検結果の一覧表の見方〉

１. 「制度名」

各評価書に記載されている租税特別措置等（以下「租特」という。）の名称を記載している。

２. 「区分」

租特の要望区分等に応じて、以下を記載している。

新  設 ： 租特の新設要望に係る評価を表す。

  拡  充 ： 租特の拡充要望に係る評価を表す。

延  長 ： 租特の延長要望に係る評価を表す。

拡・延 ： 租特の拡充及び延長要望等に係る評価を表す。

事  後 ： 期限の定めのない租特に係る評価などを表す。

３. 「義務付け」

評価が義務付けられている法人税、法人住民税又は法人事業税に係る評価である場合に「有」を記載している。

４. 「分析・説明が一定水準に達している」
各行政機関の補足説明を踏まえた結果、評価の分析・説明が一定水準に達しているものに「☆」を記載している。

５. 「分析・説明が不十分」

点検結果の内容に応じて、以下を記載している。

● ： 補足説明後も評価書の分析・説明に課題があるもの。

※ ： 点検過程における各行政機関からの補足説明により課題が解消したもの。

― ： 区分（新設）の性質上、記載の必要のないもの。

／ ： 租特の内容が固まっていないため、必要な分析がなされていないもの。

６. 「補足された評価に有益な説明」
評価書においては明らかでなかった事項について、点検過程において各行政機関から補足説明がなされることにより、評価に有益な情報が明らかにされた場合に

「○」を記載している。

政 策 目 的 の 根 拠 等 ： 租特の政策目的が、法律、閣議決定等に規定されていることが説明され、政策体系の中で優先度や緊要性の高い

ものとして位置付けられていることが説明されているか。

所 期 の 目 標 の 達 成 状 況 ： 所期（制度創設時や前回要望時）の目標が達成されているか否かが説明され、租特を継続する理由等が説明され

ているか。

僅 少 ・ 偏 り ： 適用数等が所期の想定と比較して僅少であったり、特定の者に偏っていないかが説明されているか。

税 収 減 の 是 認 効 果 等 ： 適用数、減収額、効果・達成目標の実現状況、税収減を是認するような効果等が説明されているか。

租 特 の 手 段 を と る 必 要 性 ・ 適 切 性 ： 他の政策手段（補助金、規制等）と比較して、租特の手段をとることが必要かつ適切であることが説明されてい

るか。

他 の 支 援 措 置 と の 役 割 分 担 ： 他の政策手段がある場合に、租特との役割分担が説明されているか。
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政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

内閣01 国家戦略特区における所得控除制度の創設 新設 有 ― ― ● ― ―

内閣02
国家戦略特区における創業５年以内の一定の企業に対する法人税の軽減措
置の創設

新設 有 ― ― ● ― ―

内閣03
国家戦略特区等において地方税を減免した場合の国税における所要の調整
措置

新設 有 ― ― ● ― ―

内閣04
国家戦略特区における民間の再開発事業のために土地等を譲渡した場合の
特例措置の創設

新設 有 ― ― ● ― ―

内閣05 地域再生に資する税制上の特例措置の創設 新設 有 ― ― ● ― ―

内閣06 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除等の拡充 拡充 有 ●

内閣07 駐留軍用地の公共用地先行取得に係る課税の特例措置 拡充 有 ● ● ※ ○ ○

内閣08
「国家戦略特区」における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例
措置の延長

延長 有 ●

内閣09 国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ※ ― ― ○ ○

内閣10 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置 新設 有 ☆ ― ― ― ―

内閣11 データセンター地域分散化促進税制の拡充及び延長 拡・延 有 ☆ ※ ○

内閣12 雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長及び拡充 拡・延 有 ※ ● ● ○ ○ ○

内閣13
仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延
長及び拡充

拡・延 有 ※ ● ● ※ ○ ○ ○

内閣14
我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施
設に係る割増償却制度の延長

延長 有 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

警察01 軽油引取税の課税免除の特例措置の恒久化（警察用の船舶） 拡充 ☆ ※ ※ ○ ○

警察02
軽油引取税の課税免除の特例措置の恒久化（警察の用に供する電気通信設
備）

拡充 ☆ ※ ※ ○ ○

区分

義
務
付
け

分析・
説明が
一定水
準に達
してい
る

 内閣府

 国家公安委員会・警察庁

分析・説明が不十分 補足された評価に有益な説明
合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名
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政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

区分

義
務
付
け

分析・
説明が
一定水
準に達
してい
る

分析・説明が不十分 補足された評価に有益な説明
合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名

金融01 投資法人（Ｊリート）における「税会不一致」問題の解消等 拡充 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

金融02 協同組合の特性を踏まえた法人税に係る軽減税率の引下げ 拡充 ※ ※ ● ※ ● ○ ○ ○ ○ ○

金融03 協同組織金融機関に係る一般貸倒引当金の割増特例の恒久化（延長） 延長 有 ※ ※ ● ※ ● ○ ○ ○ ○ ○

金融04 資金決済高度化を促進するためのシステム投資減税 新設 有 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○ ○

金融05 投資法人に係る税制優遇措置の拡充 拡充 有 ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○

金融06 外国子会社合算税制の見直し 拡充 有 ※ ● ○ ○

金融07 マイナンバー制度の円滑な導入に係る措置 新設 有 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○ ○

金融08 確定拠出年金制度の見直しに伴う所要の措置 新設 有 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○

総務01 データセンター地域分散化促進税制の拡充及び延長 拡・延 有 ☆ ※ ○

総務02 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

総務03 振興山村における工業用機械等の特別償却 拡・延 有 ☆ ※ ○

総務04 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

総務05 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置 新設 有 ☆ ― ― ― ―

総務06 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡・延 有 ☆

総務07 技術研究組合の所得計算の特例の本則化 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

総務08 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充 拡・延 有 ☆

総務09 非居住者等の受け取る振替地方債の利子に係る非課税制度 事後 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

 金融庁

 総務省
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政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

区分

義
務
付
け

分析・
説明が
一定水
準に達
してい
る

分析・説明が不十分 補足された評価に有益な説明
合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名

文科01
（独）国立美術館、（独）国立文化財機構、（独）日本芸術文化振興会、
（独）国立科学博物館への寄附に係る税制措置

新設 有 ☆ ※ ― ― ※ ※ ※ ○ ― ― ○ ○ ○

文科02 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置 新設 有 ☆ ― ― ― ―

文科03 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡・延 有 ☆

文科04 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充 拡・延 有 ☆

厚労01 女性の活躍促進に関する法律の制定に伴う税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ― ―

厚労02 若者育成認定企業（仮称）に係る割増償却制度の創設 新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

厚労03 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延長 延長 有 ● ● ● ○ ○

厚労04 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 有 ● ● ● ※ ○ ○ ○

厚労05 医療安全に資する医療用機器の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 有 ※ ● ● ○ ○

厚労06 社会医療法人の認定制度の見直しに伴う税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○

厚労07
非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設、その他の事
業再編に関する制度見直しに伴う税制上の所要の措置

新設 有 ― ― ● ― ―

厚労08
オーファンドラッグ等の試験研究費にかかる特別措置（研究開発税制総額
型）の対象の拡充

拡充 有 ● ● ● ○

厚労09
生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期
限の延長

延長 有 ※ ● ● ● ※ ○ ○ ○ ○ ○

厚労10
仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延
長及び拡充

拡・延 有 ※ ● ● ※ ○ ○ ○

厚労11 企業年金制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置 新設 有 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○

厚労12 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡・延 有 ☆

厚労13 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置 新設 有 ☆ ― ― ― ―

厚労14 国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ※ ― ― ○ ○

厚労15
生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適
用期限の延長

延長 有 ※ ● ● ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 文部科学省

 厚生労働省
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政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

所 期 の
目 標 の
達 成 状
況

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 性 ・
適 切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

区分

義
務
付
け

分析・
説明が
一定水
準に達
してい
る

分析・説明が不十分 補足された評価に有益な説明
合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名

厚労16 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

厚労17 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設 新設 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

厚労18
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限
の延長（グリーン投資減税）

延長 有 ● ● ○ ○

厚労19 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充 拡・延 有 ☆

厚労20 社会保険診療報酬に係る非課税措置 事後 有 ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

厚労21 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置 事後 有 ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

厚労22 特定の医療法人の法人税率の特例 事後 有 ● ※ ● ● ※ ○ ○ ○

厚労23 特定の協同組合等の法人税率の特例 事後 ※ ● ● ○ ○

農水01
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額
等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）（（１）食品
企業者関係）

延長 有 ※ ● ● ○ ○ ○

農水02
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額
等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）（農林水産業
関係）

延長 有 ☆

農水03 中小企業等の貸倒引当金の特例（農業協同組合） 延長 有 ● ●

農水04 中小企業等の貸倒引当金の特例（森林組合等） 延長 有 ☆

農水05 中小企業等の貸倒引当金の特例（漁業協同組合等） 延長 有 ☆

農水06 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例 拡・延 有 ※ ※ ● ● ○ ○ ○

農水07 振興山村における工業用機械等の特別償却 拡・延 有 ☆ ※ ○

農水08 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

農水09 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 有 ● ● ○

農水10 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

農水11 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

 農林水産省
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農水12 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の特例 拡・延 有 ☆

農水13 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充及び延長 拡・延 有 ☆

農水14 技術研究組合の所得計算の特例 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

経産01 中小企業者等の法人税率の特例の拡充 拡充 有 ※ ● ○ ○

経産02 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の拡充 拡充 ※ ● ● ● ○ ○ ○

経産03 特定再開発建築物等の割増償却制度の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

経産04 車体課税の抜本的見直し 拡・延 ※ ● ● ○

経産05 電気事業法の改正に伴う所要の税制措置 新設 有 ― ― ● ● ― ― ○

経産06 ガス事業法の改正に伴う所要の税制措置 新設 有 ― ― ● ※ ※ ― ― ○ ○

経産07 熱供給事業法の改正に伴う所要の税制措置 新設 ― ― ● ※ ― ― ○

経産08 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う所要の税制措置 新設 有 ― ― ● ● ― ― ○

経産09 互助会加入者の権利保護の強化に係る所要の税制措置 新設 有 ※ ― ― ● ※ ※ ○ ― ― ○ ○ ○

経産10 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長 延長 ☆ ※ ○

経産11 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設 新設 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

経産12
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額
等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）の延長

延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

経産13 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡・延 有 ☆

経産14 技術研究組合の所得計算の特例の本則化 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

経産15
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限
の延長（グリーン投資減税）

延長 有 ● ● ○ ○

経産16 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

経産17 特定の資産の買換えの場合の課税の特例の延長 延長 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

 経済産業省
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経産18 国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ※ ― ― ○ ○

経産19 引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の延長 延長 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

経産20 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に係る特例措置の創設 新設 ※ ― ― ● ○ ― ― ○

経産21 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う所要の税制措置 新設 有 ― ― ● ● ― ― ○

経産22 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 新設 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○ ○

経産23 ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 新設 ● ― ― ● ― ― ○

経産24 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱さいバラス製造業） 延長 ※ ● ※ ● ※ ○ ○ ○ ○ ○

経産25 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（生コンクリート製造業） 延長 ● ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

経産26 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（セメント製品製造業） 延長 ● ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

経産27
軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営む者のうち
岩石及び砂利掘採業）

延長 ※ ※ ● ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

経産28
軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営む者のうち
石炭掘採業）

延長 ● ※ ● ● ※ ○ ○ ○

経産29
軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営む者のうち
石灰石・鉱物掘採業）

延長 ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

経産30 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（電気供給業） 延長 ※ ● ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

経産31 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（地熱資源開発事業） 延長 ☆ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○

経産32 低公害車の燃料等供給設備に係る課税標準の特例措置の延長 延長 ● ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

経産33 コージェネレーションに係る課税標準の特例措置の延長 延長 ● ○

経産34 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充 拡・延 有 ☆

経産35
沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る課税標準の特
例措置の延長

延長 ● ● ※ ※ ○ ○ ○
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国交01 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡・延 有 ☆

国交02 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充 拡・延 有 ☆

国交03
我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施
設に係る割増償却制度の延長

延長 有 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

国交04 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置 新設 有 ☆ ― ― ※ ― ― ○

国交05 技術研究組合の所得計算の特例の本則化 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

国交06 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

国交07 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

国交08 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 有 ● ● ○

国交09 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

国交10 振興山村における工業用機械等の特別償却 拡・延 有 ☆ ※ ○

国交11
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500
万円の特別控除の延長

延長 有 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

国交12 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長 延長 有 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

国交13
大深度地下法第16条に基づく使用の認可を受けた事業に係る区分地上権等
の設定対価に対する課税の見直し

新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

国交14 投資法人（Ｊリート）における「税会不一致」問題の解消 拡充 有 ※ ● ○ ○

国交15 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

国交16 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長 延長 有 ● ● ○

国交17 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長 延長 有 ● ● ○

国交18
関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設
に係る特別償却制度の延長

延長 有 ※ ● ※ ○ ○ ○

国交19
市街地再開発事業により建設された施設建築物の取得者に対する割増償却
制度の延長

延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

国交20
民間都市開発推進機構の行う業務を収益事業の範囲から除外する特例措置
の拡充

拡充 ● ● ● ○

 国土交通省
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国交21 雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長及び拡充 拡・延 有 ※ ● ● ○ ○ ○

国交22 船舶に係る特別償却制度の延長 延長 有 ※ ● ● ※ ○ ○ ○ ○

環境01 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置 新設 有 ☆ ― ― ― ―

環境02 投資法人に係る税制優遇措置の拡充 拡充 有 ● ※ ※ ○ ○ ○

環境03 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡・延 有 ☆

環境04
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限
の延長（グリーン投資減税）

延長 有 ● ● ○ ○

環境05 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充 拡・延 有 ☆

環境06 コージェネレーションに係る課税標準の特例措置の延長 延長 ● ○

環境07
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（都道府県
立自然公園特別地域等で環境大臣が認定した地域内の土地が地方公共団体
に買い取られる場合）

事後 有 ※ ● ● ● ※ ○ ○

環境08
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（廃棄物の
搬入施設の整備事業の用に供するために広域臨海環境整備センターに買い
取られる場合）

事後 有 ※ ● ● ● ※ ○ ○

防衛01 予備自衛官等を雇用した場合の法人税額等の特別控除 新設 有 ☆ ― ― ― ―

防衛02 ＡＣＳＡによる免税軽油の提供時における課税免除の特例措置の創設 新設 ☆ ― ― ― ―

防衛03
自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用に供する機械等に係る課税免
除の特例措置の恒久化

拡充 ☆

防衛04 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡・延 有 ☆

防衛05 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充 拡・延 有 ☆

 防衛省

 環境省
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２ 点検結果表 

＜点検結果表の見方＞ 

１. 「制度名」 
各評価書に記載されている租特の名称を記載している。 

２. 「税目」 
評価の対象となった租特の税目を記載している。 

３. 「区分」 
［新設］は租特の新設要望に係る評価、［拡充］は租特の拡充要望に係る評価、［延長］は租特の延長要望に係る評価、［事後］は期限の定めのない租特に係る評価な
どを表す。 

４. 「評価の実施状況」 
各点検項目について、２から４の区分を設けており、該当する区分を［■］で示している。 

５. 「課題」 
［○］印：各点検項目において、数値が示されていない、分析内容が妥当でない、又は論理的でないといった課題があることを表す。 
［※］印：点検過程における各行政機関からの補足説明により課題が解消したことを表す。 
［○※］印：点検過程における各行政機関からの補足説明により課題の一部が解消したことを表す。なお、「評価の実施状況」欄には評価書を踏まえた区分を、【課題

の説明】欄には、評価書及び補足説明を踏まえた課題について記載していることから、両者の内容が一致しない場合がある。 

６. 「① 政策目的の根拠・政策体系での位置付け」 
［明らか］：租特により実現しようとする政策目的の根拠・政策体系における政策目的の位置付けが明らかにされていることを表す。 
［明らかでない］：当該根拠・位置付けが明らかにされていないことを表す。 

７. 「② 所期の目標の達成状況」 
         [達成されていない]：所期の目標について、いまだ達成されていないことが説明されていることを表す。 

[達成されている]：所期の目標について、既に達成されていることが説明されていることを表す。 
[説明なし]：当該状況について説明されていないことを表す。 

８. 「③ 達成目標及び測定指標」 
［定量化］：租特により達成しようとする目標に係る定量的な測定指標が設定されていることを表す。 
［定性的記述］：当該目標に係る定性的な測定指標が設定されていることを表す。 
［説明なし］：当該目標に係る測定指標が説明されていないことを表す。 
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９. 「④ 適用数等の実績把握」 
［定量化］：適用数等が算定根拠を明らかにしつつ定量的に把握されていることを表す。 
［定量化(根拠なし)］：適用数等は定量的に把握されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［定性的記述］：適用数等が定性的に把握されていることを表す。 
［把握なし］：適用数等が評価書において把握されていないことを表す。 

10. 「⑤ 僅少・偏りの状況」 
［説明あり］：租特の適用数等が想定外に僅少であったり、想定外に特定のものに偏っていないかが説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該内容が説明されていないことを表す。 

11. 「⑥ 適用数等の将来予測」 
［定量化］：適用数等が算定根拠を明らかにしつつ定量的に予測されていることを表す。 
［定量化(根拠なし)］：適用数等が定量的に予測されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［定性的記述］：適用数等が定性的に予測されていることを表す。 
［予測なし］：適用数等が評価書において予測されていないことを表す。 

12. 「⑦ 減収額の実績把握」 
［定量化］：減収額が算定根拠を明らかにしつつ定量的に把握されていることを表す。 
［定量化(根拠なし)］：減収額が定量的に把握されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［把握なし］：減収額が評価書において把握されていないことを表す。 

13. 「⑧ 減収額の将来予測」 
［定量化］：減収額が算定根拠を明らかにしつつ定量的に予測されていることを表す。 
［定量化（根拠なし）］：減収額が定量的に予測されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［予測なし］：減収額が評価書において予測されていないことを表す。 

14. 「⑨ 租特の効果・達成目標の実現状況の実績把握」 
［把握あり］：租特による効果・達成目標の実現状況が把握されていることを表す。 
［把握なし］：当該効果・状況について把握されていないことを表す。 

15. 「⑩ 租特の効果・達成目標の実現状況の将来予測」 
［予測あり］：租特による効果・達成目標の実現状況が予測されていることを表す。 
［予測なし］：当該効果・状況について予測されていないことを表す。 

16. 「⑪ 税収減是認の効果の実績確認」 
［説明あり］：税収減を是認するような効果が説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該効果について説明されていないことを表す。 
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17. 「⑫ 税収減是認の効果の将来見込み」 
［説明あり］：税収減を是認するような効果の見込みが説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該効果の見込みについて説明されていないことを表す。 

18. 「⑬ 租特の手段をとる必要性・適切性」 
［説明あり］：補助金や規制など様々な政策手段がある中で、租特の手段をとることが必要かつ適切であることが説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該内容が説明されていないことを表す。 

19. 「⑭ 他の政策手段との役割分担」 
［他の政策手段はない］：同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がないことを表す。 
［説明あり］：他の支援措置や義務付け等との適切かつ明確な役割分担が説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該内容が説明されていないことを表す。 

20. 「【課題の説明】」 
各点検項目における評価の課題について、各行政機関からの補足説明も踏まえて記載している。 

21. 「＜点検結果表の別紙＞」 
各点検項目について、各行政機関からの補足説明の内容を記載している。 

 
 
 
 

 

-25-



-26-



内閣府 
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内閣01 国家戦略特区における所得控除制度の創設

内閣02 国家戦略特区における創業５年以内の一定の企業に対する法人税の軽減措置の創設

内閣03 国家戦略特区等において地方税を減免した場合の国税における所要の調整措置

内閣04 国家戦略特区における民間の再開発事業のために土地等を譲渡した場合の特例措置の創設

内閣05 地域再生に資する税制上の特例措置の創設

内閣06 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除等の拡充

内閣07 駐留軍用地の公共用地先行取得に係る課税の特例措置

内閣08 「国家戦略特区」における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長

内閣09 国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る税制上の所要の措置

内閣10 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置

内閣11 データセンター地域分散化促進税制の拡充及び延長

内閣12 雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長及び拡充

内閣13 仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延長及び拡充

内閣14 我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の延長

番号 制度名

 内閣府
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【内閣03】
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【内閣09】
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【内閣09】
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 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

  22 29 35 29 18 12 15 19 31 21 21 21 21 21 21 21 

 
 

8,899 6,856  39,756 19,892 4,874 6,339 2,479 6,692 65,710 19,031 19,031 19,031 19,031 19,031 19,031 19,031  161,497 

 8,899 15,755  55,511 75,403 80,277 86,616 89,095 95,787 161,497 180,528 199,560 218,591 237,622 256,653 275,685 294,716  

 17,969 35,938 53,907 71,876 89,845 107,814 125,783 143,752 161,721 179,690 197,659 215,628 233,597 251,566 269,535 287,504  
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国家公安委員会・警察庁 
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番号 制度名

警察01 軽油引取税の課税免除の特例措置の恒久化（警察用の船舶）

警察02 軽油引取税の課税免除の特例措置の恒久化（警察の用に供する電気通信設備）

 国家公安委員会・警察庁
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【警察01】
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【警察01】
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【警察01】
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【警察01】
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【警察01】
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【警察02】
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【警察02】
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【警察02】
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【警察02】
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【警察02】
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金融庁 
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番号 制度名

金融01 投資法人（Ｊリート）における「税会不一致」問題の解消等

金融02 協同組合の特性を踏まえた法人税に係る軽減税率の引下げ

金融03 協同組織金融機関に係る一般貸倒引当金の割増特例の恒久化（延長）

金融04 資金決済高度化を促進するためのシステム投資減税

金融05 投資法人に係る税制優遇措置の拡充

金融06 外国子会社合算税制の見直し

金融07 マイナンバー制度の円滑な導入に係る措置

金融08 確定拠出年金制度の見直しに伴う所要の措置

 金融庁
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総務省 
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番号 制度名

総務01 データセンター地域分散化促進税制の拡充及び延長

総務02 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長

総務03 振興山村における工業用機械等の特別償却

総務04 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

総務05 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置

総務06 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

総務07 技術研究組合の所得計算の特例の本則化

総務08 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充

総務09 非居住者等の受け取る振替地方債の利子に係る非課税制度

 総務省
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【総務03】
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【総務03】
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+

+

【総務03】
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10
27 10
28 20

154
27 154
28 308

1,078
27 1,078
28 1,078

(1) 881 331
97 988

a b c 93 768

a 500
( 1) ( 2) ( 3)

500 0 1 0 32 0 15
1 1,000 113 24

500

2 10
40 15

25 26 UFJ

3 27

b
( 1) ( 2) 500 ( 3) ( 4)

31,825 0 186 0 7 0 3
( 5)

0 9

1 2011
2 216,084 40,102

25

3 26
80 500

10

(1)
4 HP 24

5 0 9 0 1

c
( 1) ( 2) ( 3)

0 5 0 5 0 14
1 50
2 50

3

a b c 4 22

a 500

500 0 027 0 48 0 15

38

b
500

31,825 0 186 0 7 0 3 0 1

c

0 5 0 5 0 14

263 042

a b c 251 715

a 1,000
( )

1,000 0 1 0 32 0 15
1 814
24 1,000

b
1,000 ( )

28,390 0 391 0 5 0 3

0 9
1,000 50

【総務03】
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c

0 5 0 5 0 14

a b c 11 327
a 1,000

1,000 0 027 0 48 0 15

b
1,000

28,390 0 391 0 5 0 3

0 1
1,000 50

c

0 5 0 5 0 14

520 301

a b c 497 896

a 11,300
( )

11,300 0 1 0 32 0 15
5000 11,300 24

b
11,300 ( )

4,044 0 48 0 5 0 3 0 9
11,300 50

c

0 5 0 5 0 14

a b c 22 405

a 11,300

11,300 0 027 0 48 0 15

b
11,300 ( )

4,044 0 48 0 5 0 3 0 1
11,300 50

c

0 5 0 5 0 14

(2) 109 182
47 201

a b c 15 4

a 500
( 1) ( 2)

500 0 1 0 32 0 15
1 1,000 266 24

500

2 10

b
500 ( 1)

18,576 0 157 0 7 0 3
( 2)

0 3

1 80 500

10
2 0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14

a b c 31 801

a 500
( )

500 0 059 0 48 0 15
17

b
500

18,576 0 157 0 7 0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14
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36 094
a b c 11 776

a 1,000

1,000 0 1 0 32 0 15

b
1,000 ( )

6,214 0 251 0 5 0 3 0 3
1,000 50

c

0 5 0 5 0 14

a b c 24 318
a 1,000

1,000 0 059 0 48 0 15

b
1,000

6,214 0 251 0 5 0 3

0 7
1,000 50

c

0 5 0 5 0 14

25 887
a b c 8 446

a 2,700
( )

2,700 0 1 0 32 0 15
5000 2,700

24

b
2,700 ( )

786 0 526 0 5 0 3

0 3
2,700 50

c

0 5 0 5 0 14

a b c 17 441
a 2,700

2,700 0 059 0 48 0 15

b
2,700 ( )

786 0 526 0 5 0 3

0 7
2,700 50

c

0 5 0 5 0 14

(3) 7 137
a b c 2 687

a 500
( )

500 0 12 0 32 0 15

b
500 ( 1)

3,695 0 143 0 6 0 3
( 2)

0 3
60 500

2
0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14

a b c 4 45
a 500

( )
500 0 053 0 48 0 15

27

b
500

3,695 0 143 0 6 0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14

【総務03】
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(4) 10 402
a b c 10 402

a 500
( 1) ( 2)

550 0 059 0 32 0 15
1 10kw 1,392 1,272 50

50kw 20kw 1kw 27 5
26 15

2 17

b
( )

636 0 3

10kw

c

0 5 0 5 0 14

(1) 112

500
31,825 0 186 0 7 0 3 0 5

43 507
0 5 0 14

1,000
28,390 0 391 0 5 0 3 0 5

58 277
0 5 0 14

11,600
4,044 0 48 0 5 0 3 0 5

10 19
0 5 0 14

(2) 32

500
18,576 0 157 0 7 0 3 0 5

21 435
0 5 0 14

500
6,214 0 251 0 5 0 3 0 5

8 188
0 5 0 14

2,700
786 0 526 0 5 0 3 0 5

2 17
0 5 0 14

【総務03】
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(3)

500
3,695 0 143 0 6 0 3 0 5

3 328
0 5 0 14

(4)

6 678
636 0 3 0 5 0 5 0 14

(1) 799 127

500
31,825 0 186 0 7 0 3 0 5

310 078
0 5

0 14

1,000
28,390 0 391 0 5 0 3 0 5

416 196
0 5

11,600
4,044 0 48 0 5 0 3 0 5

72 853
0 5

(2) 226 71

500
18,576 0 157 0 7 0 3 0 5

152 780
0 5

500
6,214 0 251 0 5 0 3 0 5

58 413
0 5

2,700
786 0 526 0 5 0 3 0 5

15 517
0 5

【総務03】

-188-



(3)

500
3,695 0 143 0 6 0 3 0 5

23 801
0 5

(4)

28 620
636 0 3 0 5 0 5

(1) 195,177

500
31,825 0 186 0 7 0 3 0 5

( ) 21,753
0 5 0 14 500

1,000 113 24
500

1,000
28,390 0 391 0 5 0 3 0 5

( ) 58,277
0 5 0 14 1,000

1 814
24 1,000

11,600
4,044 0 48 0 5 0 3 0 5

( ) 115,147
0 5 0 14 11,300

5000 11,300 24

(2) 24,765

500
18,576 0 157 0 7 0 3 0 5

( ) 10,718
0 5 0 14 500

1,000 266 24
500

【総務03】

-189-



500
6,214 0 251 0 5 0 3 0 5

( ) 8,188
0 5 0 14 1,000

2,700
786 0 526 0 5 0 3 0 5

( ) 5,859
0 5 0 14 2,700

5000 2,700
24

(3)

500
3,695 0 143 0 6 0 3 0 5

1,664
0 5 0 14 500

(4)

( ) 3,673
636 0 3 0 5 0 5 0 14 550

10kw 1,392 1,272 50
50kw 20kw 1kw 27 5

26 15

【総務03】

-190-



【総務03】

-191-



【総務04】

-192-



【総務04】

-193-



 

 
 

【総務04】

-194-



 

 
 

 

 
 

【総務04】

-195-



 

 
 

 

 

 
 

【総務04】

-196-



【総務04】

-197-



【総務05】

-198-



  

【総務05】

-199-



  

【総務05】

-200-



  

【総務05】

-201-



  

【総務05】

-202-



  

【総務05】

-203-



 

【総務05】

-204-



【総務05】

-205-



【総務06】

-206-



【総務06】

-207-



【総務06】

-208-



【総務06】

-209-



【総務06】

-210-



【総務06】

-211-



【総務06】

-212-



【総務06】

-213-



【総務06】

-214-



【総務06】

-215-



【総務07】

-216-



【総務07】

-217-



 

 
 

【総務07】

-218-



 

 
 

 

 
 

【総務07】

-219-



 

 
 

【総務07】

-220-



【総務07】

-221-



【総務08】

-222-



【総務08】

-223-



【総務08】

-224-



  

【総務08】

-225-



【総務08】

-226-



  

【総務08】

-227-



  

【総務08】

-228-



【総務08】

-229-



【総務08】

-230-



【総務08】

-231-



【総務08】

-232-



【総務08】

-233-



【総務08】

-234-



【総務08】

-235-



【総務09】【総務09】

-236-



 

【総務09】【総務09】

-237-



 

 

 

【総務09】【総務09】

-238-



  

文部科学省 
 

 

-239-



  

-240-



番号 制度名

文科01 （独）国立美術館、（独）国立文化財機構、（独）日本芸術文化振興会、（独）国立科学博物館への寄附に係る税制措置

文科02 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置

文科03 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

文科04 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充

 文部科学省

-241-



【文科01】

-242-



【文科01】

-243-



【文科01】

-244-



( ) ( ) 1 2
( )

0 150 12,257 6 9 384 33,329
300 32,372 18.1 1,213 39,471
500 28,131 15.7 1,435 53,011
800 25,735 14.4 1,810 72,332
1,000 10,535 5 9 937 90,942
2,000 32,433 18.1 4,253 133,132

2,000 37,387 20.9 18,319 491,983
178,850 28,349

195 5
195 330 10
330 695 20
695 900 23
900 1,800 33
1,800 40

【文科01】

-245-



 

 

【文科01】

-246-



 

 

 

 

 

 

 

【文科01】

-247-



 

 

24

21 162
25 188

188 162 5.2
27 25 26 27 1.13

188 5.2 5.2 1.13 199.

1.13 2013 ( )

811 3,875 (2,012 2,011 93 4,848
13

675,516 417,722
1 1,617,143

1,617,143 1.13 1,827,372

675,516

159,330

159,330 675,516 100 23.6

【文科01】

-248-



1,827,372 23.6 25.5 199.1( ) 21.9

21.9 4.4 0.96
4.4 26 10 1

21.9 12.9 2.8

363.8 23.6 5.3 4.55

4.55 54.7 2.49

4.55 2.49 7.04

21.9 0.96 22.86 23

2.8 7.04 9.84 10

24
:426,927

( ) ( ) 1 2
( )

0 150 12,257 6 9 384 33,329
300 32,372 18.1 1,213 39,471
500 28,131 15.7 1,435 53,011
800 25,735 14.4 1,810 72,332
1,000 10,535 5 9 937 90,942
2,000 32,433 18.1 4,253 133,132

2,000 37,387 20.9 18,319 491,983
178,850 28,349

1 2,000

195
195 330
330 695
695 900
900 1,800
1,800

2,000 40

1

39,471 2,000 0.4 39,471 2,000 0.05 13,115
53,011 2,000 0.4 53,011 2,000 0.1 15,303
72,332 2,000 0.4 72,332 2,000 0.2 14,066
90,942 2,000 0.4 90,942 2,000 0.23 15,120
133,132 2,000 0.4 133,132 2,000 0 33 9,179
491,983 2,000 0.4 491,983 2,000 0.4 0

0

27

1.8

【文科01】

-249-



21 323
25 543

543 323 44
27 25 26 27 1.8

543 44 44 1.8 666

1.8

666 18.1% 13,115 1,580,961
666 15.7% 15,303 1,600,112
666 14.4% 14,066 1,348,986
666 5 9% 15,120 594,125
666 18.1% 9,179 1,106,492

6,230,676 6

【文科01】

-250-



【文科01】

-251-



【文科02】

-252-



 

 
 

 

 
 

【文科02】

-253-



 

 
 

 

 
 

【文科02】

-254-



  

【文科02】

-255-



  

【文科02】

-256-



  

【文科02】

-257-



 

【文科02】

-258-



【文科02】

-259-



【文科03】

-260-



【文科03】

-261-



【文科03】

-262-



 

 
 

 

 
 

【文科03】

-263-



【文科03】

-264-



 

 
 

 

 
 

【文科03】

-265-



【文科03】

-266-



【文科03】

-267-



【文科03】

-268-



【文科03】

-269-



【文科04】

-270-



【文科04】

-271-



【文科04】

-272-



 

 
 

 

 
 

【文科04】

-273-



【文科04】

-274-



 

 
 

 

 
 

【文科04】

-275-



【文科04】

-276-



 

 
 

 

 
 

【文科04】

-277-



【文科04】

-278-



【文科04】

-279-



【文科04】

-280-



【文科04】

-281-



【文科04】

③

-282-



  

厚生労働省 
 

 

-283-



  

-284-



番号 制度名

厚労01 女性の活躍促進に関する法律の制定に伴う税制上の所要の措置

厚労02 若者育成認定企業（仮称）に係る割増償却制度の創設

厚労03 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延長

厚労04 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労05 医療安全に資する医療用機器の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労06 社会医療法人の認定制度の見直しに伴う税制上の所要の措置

厚労07 非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設、その他の事業再編に関する制度見直しに伴う税制上の所要の措置

厚労08 オーファンドラッグ等の試験研究費にかかる特別措置（研究開発税制総額型）の対象の拡充

厚労09 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労10 仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延長及び拡充

厚労11 企業年金制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置

厚労12 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

厚労13 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置

厚労14 国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る税制上の所要の措置

厚労15 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長

厚労16 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長

厚労17 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設

厚労18 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限の延長（グリーン投資減税）

厚労19 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充

厚労20 社会保険診療報酬に係る非課税措置

厚労21 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置

厚労22 特定の医療法人の法人税率の特例

厚労23 特定の協同組合等の法人税率の特例

 厚生労働省

-285-



【厚労01】

-286-



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

【厚労01】

-287-



 

 
 

【厚労01】

-288-



【厚労01】

-289-



【厚労02】

-290-



【厚労02】

-291-



 

 

【厚労02】

-292-



 

 

 

 

【厚労02】

-293-



【厚労03】

-294-



【厚労03】

-295-



 

 
 

 

 
 

【厚労03】

-296-



 

 
 

 

 
 

【厚労03】

-297-



 

 
 

【厚労03】

-298-



【厚労03】

-299-



【厚労04】

-300-



【厚労04】

-301-



 

 
 

 

 
 

【厚労04】

-302-



 

 
 

 

 
 

【厚労04】

-303-



【厚労05】

-304-



【厚労05】

-305-



 

 
 

 

 
 

【厚労05】

-306-



 

 
 

 

 
 

【厚労05】

-307-



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

【厚労05】

-308-



【厚労05】

-309-



【厚労06】

-310-



【厚労06】

-311-



 

 
 

 

 
 

【厚労06】

-312-



 

 
 

【厚労06】

-313-



【厚労07】

-314-



 

 
 

 

 
 

【厚労07】

-315-



 

 
 

【厚労07】

-316-



【厚労07】

-317-



【厚労08】

-318-



【厚労08】

-319-



 

 
 

 

 
 

 

【厚労08】

-320-



 

 
 

 

 
 

【厚労08】

-321-



【厚労09】

-322-



【厚労09】

-323-



 

 
 

 

 
 

【厚労09】

-324-



 

 
 

 

 
 

【厚労09】

-325-



【厚労10】

-326-



【厚労10】

-327-



【厚労10】

-328-



 

 
 

 

 
 

【厚労10】

-329-



 

 
 

 

 
 

 
 

 

【厚労10】

-330-



 

 
 

【厚労10】

-331-



【厚労11】

-332-



 

 
 

【厚労11】

-333-



 

 
 

 

 
 

【厚労11】

-334-



【厚労11】

-335-



【厚労12】

-336-



【厚労12】

-337-



【厚労12】

-338-



【厚労12】

-339-



 

 

 

 

【厚労12】

-340-



【厚労12】

-341-



【厚労12】

-342-



【厚労12】

-343-



【厚労12】

-344-



【厚労12】

-345-



【厚労13】

-346-



 

 
 

 

 
 

【厚労13】

-347-



 

 
 

 

 
 

【厚労13】

-348-



  

【厚労13】

-349-



  

【厚労13】

-350-



  

【厚労13】

-351-



 

【厚労13】

-352-



【厚労13】

-353-



【厚労14】

-354-



 

 
 

【厚労14】

-355-



 

 
 

 

 
 

【厚労14】

-356-



 

 
 

  

 

【厚労14】

-357-



  

 

【厚労14】

-358-



【厚労14】

-359-



【厚労15】

-360-



【厚労15】

-361-



【厚労15】

-362-



【厚労15】

-363-



 

 
 

【厚労15】

-364-



 

 
 

 

 
 

【厚労15】

-365-



 

 
 

 

 
 

【厚労15】

-366-



【厚労15】

-367-



【厚労16】

-368-



【厚労16】

-369-



【厚労16】

-370-



 

 

【厚労16】

-371-



 

 

 

 

【厚労16】

-372-



 

 

【厚労16】

-373-



【厚労17】

-374-



【厚労17】

-375-



 

 
 

 

 
 

【厚労17】

-376-



 

 
 

【厚労17】

-377-



【厚労18】

-378-



【厚労18】

-379-



 

 
 

 

 

 
 

【厚労18】

-380-



 

 
 

 

 
 

【厚労18】

-381-



 

 
 

【厚労18】

-382-



【厚労18】

-383-



【厚労19】

-384-



 

 
 

【厚労19】

-385-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-386-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-387-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-388-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-389-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-390-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-391-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-392-



【厚労19】

-393-



【厚労19】

-394-



【厚労19】

-395-



【厚労19】

-396-



【厚労19】

-397-



【厚労20】

-398-



【厚労20】

-399-



 

 
 

【厚労20】

-400-



 

 
 

 

【厚労20】

-401-



【厚労21】

-402-



 

 
 

【厚労21】

-403-



 

 
 

【厚労21】

-404-



【厚労21】

-405-



【厚労22】

-406-



【厚労22】

-407-



 

 
 

 

 
 

【厚労22】

-408-



【厚労22】

-409-



【厚労23】

-410-



【厚労23】

-411-



 

 

 

 

【厚労23】

-412-



  

農林水産省 
 

 

-413-



  

-414-



番号 制度名

農水01
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化
税制）（（１）食品企業者関係）

農水02
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化
税制）（農林水産業関係）

農水03 中小企業等の貸倒引当金の特例（農業協同組合）

農水04 中小企業等の貸倒引当金の特例（森林組合等）

農水05 中小企業等の貸倒引当金の特例（漁業協同組合等）

農水06 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例

農水07 振興山村における工業用機械等の特別償却

農水08 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長

農水09 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

農水10 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

農水11 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

農水12 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の特例

農水13 中小企業者等の試験研究に係る特例措置の拡充及び延長

農水14 技術研究組合の所得計算の特例

 農林水産省

-415-



【農水01】

-416-



【農水01】

-417-



26 2,688 16 0% 2,257

27 28 26
25
26

25

14,528 25 a

a 18 5% 2,688

25

25 26 27 28

2,688 2,257 2,257 2,257

20,000 427
19,573

18 5% 3,621

25
27

25

25

【農水01】

-418-



 

 

【農水01】

-419-



 

 

 

 

【農水01】

-420-



 

 

【農水01】

-421-



【農水02】

-422-



  

【農水02】

-423-



  

【農水02】

-424-



  

【農水02】

-425-



【農水02】

-426-



【農水02】

-427-



【農水02】

-428-



【農水02】

-429-



【農水02】

-430-



【農水02】

-431-



【農水02】

-432-



【農水02】

-433-



【農水02】

-434-



【農水02】

-435-



【農水03】

-436-



【農水03】

-437-



【農水03】

-438-



【農水03】

-439-



【農水03】

-440-



【農水03】

-441-



【農水04】

-442-



【農水04】

-443-



【農水04】

-444-



【農水04】

-445-



【農水04】

-446-



【農水04】

-447-



【農水04】

-448-



【農水04】

-449-



【農水05】

-450-



【農水05】

-451-



【農水05】

-452-
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番号 制度名

経産01 中小企業者等の法人税率の特例の拡充

経産02 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の拡充

経産03 特定再開発建築物等の割増償却制度の延長

経産04 車体課税の抜本的見直し

経産05 電気事業法の改正に伴う所要の税制措置

経産06 ガス事業法の改正に伴う所要の税制措置

経産07 熱供給事業法の改正に伴う所要の税制措置

経産08 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う所要の税制措置

経産09 互助会加入者の権利保護の強化に係る所要の税制措置

経産10 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長

経産11 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設

経産12
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化
税制）の延長

経産13 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

経産14 技術研究組合の所得計算の特例の本則化

経産15 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限の延長（グリーン投資減税）

経産16 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長

経産17 特定の資産の買換えの場合の課税の特例の延長

経産18 国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る税制上の所要の措置

経産19 引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の延長

経産20 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に係る特例措置の創設

経産21 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う所要の税制措置

経産22 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

経産23 ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

経産24 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱さいバラス製造業）

経産25 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（生コンクリート製造業）

経産26 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（セメント製品製造業）

 経済産業省
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番号 制度名

経産27 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営む者のうち岩石及び砂利掘採業）

経産28 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営む者のうち石炭掘採業）

経産29 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営む者のうち石灰石・鉱物掘採業）

経産30 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（電気供給業）

経産31 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（地熱資源開発事業）

経産32 低公害車の燃料等供給設備に係る課税標準の特例措置の延長

経産33 コージェネレーションに係る課税標準の特例措置の延長

経産34 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充

経産35 沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置の延長
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-660-



 

【経産22】

-661-



 

 

【経産22】

-662-



【経産22】

-663-



【経産23】

-664-



【経産23】

-665-



  

【経産23】

-666-



【経産23】

-667-



【経産24】

-668-



【経産24】

-669-



 

【経産24】

-670-



 

 

 

 

【経産24】

-671-



 

【経産24】

-672-



【経産24】

-673-



【経産25】

-674-



【経産25】

-675-



 

【経産25】

-676-



  

【経産25】

-677-



 

【経産25】

-678-



【経産25】

-679-



【経産26】

-680-



【経産26】

-681-



 

【経産26】

-682-



  

【経産26】

-683-



 

【経産26】

-684-



【経産26】

-685-



【経産27】

-686-



【経産27】

-687-



 

  

【経産27】

-688-



 

  

 

  

【経産27】

-689-



 

  

【経産27】

-690-



【経産27】

-691-



【経産28】

-692-



【経産28】

-693-



 

【経産28】

-694-



  

【経産28】

-695-



【経産29】

-696-



【経産29】

-697-



 

 
 

【経産29】

-698-



 

 
 

 

 
 

【経産29】

-699-



 

 
 

 

 

 

【経産29】

-700-



【経産29】

-701-



【経産30】

-702-



【経産30】

-703-



  

【経産30】

-704-



  

【経産30】

-705-



【経産31】【経産31】

-706-



【経産31】【経産31】

-707-



【経産31】【経産31】

-708-



【経産31】【経産31】

-709-



【経産31】【経産31】

-710-



 

 

【経産31】【経産31】

-711-



【経産32】

-712-



【経産32】

-713-



 

 
 

【経産32】

-714-



 

 
 

 

 
 

【経産32】

-715-



 

 
 

【経産32】

-716-



【経産32】

-717-



【経産33】

-718-



【経産33】

-719-



 

 
 

 

 
 

 

 

【経産33】

-720-



 

 
 

 

【経産33】

-721-



【経産34】

-722-



 

 
 

 

 
 

【経産34】

-723-



【経産34】

-724-



 

 
 

 

 
 

【経産34】

-725-



 

【経産34】

-726-



【経産34】

-727-



【経産34】

-728-



 

 
 

 

 
 

【経産34】

-729-



 

【経産34】

-730-



 

【経産34】

-731-



 
 

【経産34】

-732-



 
 

【経産34】

-733-



 

  
 

【経産34】

-734-



【経産34】

-735-



【経産35】

-736-



【経産35】

-737-



 

 
 

 

 
 

【経産35】

-738-



 

 
 

 

 
 

【経産35】

-739-



 

 
 

【経産35】

-740-



  

国土交通省 
 

 

-741-



  

-742-



番号 制度名

国交01 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

国交02 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充

国交03 我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の延長

国交04 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置

国交05 技術研究組合の所得計算の特例の本則化

国交06 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交07 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交08 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交09 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長

国交10 振興山村における工業用機械等の特別償却

国交11 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長

国交12 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長

国交13 大深度地下法第16条に基づく使用の認可を受けた事業に係る区分地上権等の設定対価に対する課税の見直し

国交14 投資法人（Ｊリート）における「税会不一致」問題の解消

国交15 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長

国交16 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

国交17 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

国交18 関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長

国交19 市街地再開発事業により建設された施設建築物の取得者に対する割増償却制度の延長

国交20 民間都市開発推進機構の行う業務を収益事業の範囲から除外する特例措置の拡充

国交21 雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長及び拡充

国交22 船舶に係る特別償却制度の延長

 国土交通省

-743-



【国交01】

-744-



【国交01】

-745-



【国交01】

-746-



 

 

 

 

【国交01】

-747-



【国交01】

-748-



【国交01】

-749-



【国交01】

-750-



【国交01】

-751-



【国交01】

-752-



【国交01】

-753-



【国交02】

-754-



【国交02】

-755-



 

 
 

 

 
 

【国交02】

-756-



【国交02】

-757-



 

 
 

 

 
 

【国交02】

-758-



【国交02】

-759-



 

 
 

 

 
 

【国交02】

-760-



【国交02】

-761-



【国交02】

-762-



【国交02】

-763-



【国交02】

-764-



【国交02】

-765-



【国交02】

-766-



【国交02】

-767-



【国交03】

-768-



【国交03】

-769-



 
 
 

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

  22 29 35 29 18 12 15 19 31 21 21 21 21 21 21 21 

 
 

8,899 6,856  39,756 19,892 4,874 6,339 2,479 6,692 65,710 19,031 19,031 19,031 19,031 19,031 19,031 19,031  161,497 

 8,899 15,755  55,511 75,403 80,277 86,616 89,095 95,787 161,497 180,528 199,560 218,591 237,622 256,653 275,685 294,716  

 17,969 35,938 53,907 71,876 89,845 107,814 125,783 143,752 161,721 179,690 197,659 215,628 233,597 251,566 269,535 287,504  
 

 
 

 

 

【国交03】

-770-



【国交03】

-771-



【国交03】

-772-



【国交03】

-773-



【国交04】

-774-



 

【国交04】

-775-



 

 

 

 

【国交04】

-776-



 

 

【国交04】

-777-



【国交04】

-778-



【国交04】

-779-



【国交04】

-780-



【国交04】

-781-



【国交04】

-782-



【国交04】

-783-



【国交05】

-784-



【国交05】

-785-



 

 
 

【国交05】

-786-



 

 
 

 

 
 

【国交05】

-787-



 

 
 

【国交05】

-788-



【国交05】

-789-



【国交06】

-790-



【国交06】

-791-



 

 
 

【国交06】

-792-



 

 
 

 

 
 

【国交06】

-793-



 

 
 

 

 
 

【国交06】

-794-



【国交06】

-795-



【国交07】

-796-



【国交07】

-797-



【国交07】

-798-



  

【国交07】

-799-



  

【国交07】

-800-



【国交07】

-801-



【国交08】

-802-



【国交08】

-803-



【国交08】

-804-



【国交08】

-805-



【国交09】【国交09】

-806-



【国交09】【国交09】

-807-



 

 
 

【国交09】【国交09】

-808-



 

 
 

 

 
 

【国交09】【国交09】

-809-



 

 
 

【国交09】【国交09】

-810-



【国交09】

-811-



【国交10】

-812-



【国交10】

-813-



 

【国交10】

-814-



 

 

 

【国交10】

-815-



  

【国交10】

-816-



  

【国交10】

-817-



  

 

【国交10】

-818-



  

【国交10】

-819-



 

 

 

 

【国交10】

-820-



+

+

【国交10】

-821-



10
27 10
28 20

154
27 154
28 308

1,078
27 1,078
28 1,078

(1) 881 331
97 988

a b c 93 768

a 500
( 1) ( 2) ( 3)

500 0 1 0 32 0 15
1 1,000 113 24

500

2 10
40 15

25 26 UFJ

3 27

b
( 1) ( 2) 500 ( 3) ( 4)

31,825 0 186 0 7 0 3
( 5)

0 9

1 2011
2 216,084 40,102

25

3 26
80 500

10

(1)
4 HP 24

5 0 9 0 1

c
( 1) ( 2) ( 3)

0 5 0 5 0 14
1 50
2 50

3

a b c 4 22

a 500

500 0 027 0 48 0 15

38

b
500

31,825 0 186 0 7 0 3 0 1

c

0 5 0 5 0 14

263 042

a b c 251 715

a 1,000
( )

1,000 0 1 0 32 0 15
1 814
24 1,000

b
1,000 ( )

28,390 0 391 0 5 0 3

0 9
1,000 50

【国交10】

-822-



c

0 5 0 5 0 14

a b c 11 327
a 1,000

1,000 0 027 0 48 0 15

b
1,000

28,390 0 391 0 5 0 3

0 1
1,000 50

c

0 5 0 5 0 14

520 301

a b c 497 896

a 11,300
( )

11,300 0 1 0 32 0 15
5000 11,300 24

b
11,300 ( )

4,044 0 48 0 5 0 3 0 9
11,300 50

c

0 5 0 5 0 14

a b c 22 405

a 11,300

11,300 0 027 0 48 0 15

b
11,300 ( )

4,044 0 48 0 5 0 3 0 1
11,300 50

c

0 5 0 5 0 14

(2) 109 182
47 201

a b c 15 4

a 500
( 1) ( 2)

500 0 1 0 32 0 15
1 1,000 266 24

500

2 10

b
500 ( 1)

18,576 0 157 0 7 0 3
( 2)

0 3

1 80 500

10
2 0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14

a b c 31 801

a 500
( )

500 0 059 0 48 0 15
17

b
500

18,576 0 157 0 7 0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14

【国交10】

-823-



36 094
a b c 11 776

a 1,000

1,000 0 1 0 32 0 15

b
1,000 ( )

6,214 0 251 0 5 0 3 0 3
1,000 50

c

0 5 0 5 0 14

a b c 24 318
a 1,000

1,000 0 059 0 48 0 15

b
1,000

6,214 0 251 0 5 0 3

0 7
1,000 50

c

0 5 0 5 0 14

25 887
a b c 8 446

a 2,700
( )

2,700 0 1 0 32 0 15
5000 2,700

24

b
2,700 ( )

786 0 526 0 5 0 3

0 3
2,700 50

c

0 5 0 5 0 14

a b c 17 441
a 2,700

2,700 0 059 0 48 0 15

b
2,700 ( )

786 0 526 0 5 0 3

0 7
2,700 50

c

0 5 0 5 0 14

(3) 7 137
a b c 2 687

a 500
( )

500 0 12 0 32 0 15

b
500 ( 1)

3,695 0 143 0 6 0 3
( 2)

0 3
60 500

2
0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14

a b c 4 45
a 500

( )
500 0 053 0 48 0 15

27

b
500

3,695 0 143 0 6 0 3 0 7

c

0 5 0 5 0 14

【国交10】

-824-



(4) 10 402
a b c 10 402

a 500
( 1) ( 2)

550 0 059 0 32 0 15
1 10kw 1,392 1,272 50

50kw 20kw 1kw 27 5
26 15

2 17

b
( )

636 0 3

10kw

c

0 5 0 5 0 14

(1) 112

500
31,825 0 186 0 7 0 3 0 5

43 507
0 5 0 14

1,000
28,390 0 391 0 5 0 3 0 5

58 277
0 5 0 14

11,600
4,044 0 48 0 5 0 3 0 5

10 19
0 5 0 14

(2) 32

500
18,576 0 157 0 7 0 3 0 5

21 435
0 5 0 14

500
6,214 0 251 0 5 0 3 0 5

8 188
0 5 0 14

2,700
786 0 526 0 5 0 3 0 5

2 17
0 5 0 14

【国交10】

-825-



(3)

500
3,695 0 143 0 6 0 3 0 5

3 328
0 5 0 14

(4)

6 678
636 0 3 0 5 0 5 0 14

(1) 799 127

500
31,825 0 186 0 7 0 3 0 5

310 078
0 5

0 14

1,000
28,390 0 391 0 5 0 3 0 5

416 196
0 5

11,600
4,044 0 48 0 5 0 3 0 5

72 853
0 5

(2) 226 71

500
18,576 0 157 0 7 0 3 0 5

152 780
0 5

500
6,214 0 251 0 5 0 3 0 5

58 413
0 5

2,700
786 0 526 0 5 0 3 0 5

15 517
0 5

【国交10】

-826-



(3)

500
3,695 0 143 0 6 0 3 0 5

23 801
0 5

(4)

28 620
636 0 3 0 5 0 5

(1) 195,177

500
31,825 0 186 0 7 0 3 0 5

( ) 21,753
0 5 0 14 500

1,000 113 24
500

1,000
28,390 0 391 0 5 0 3 0 5

( ) 58,277
0 5 0 14 1,000

1 814
24 1,000

11,600
4,044 0 48 0 5 0 3 0 5

( ) 115,147
0 5 0 14 11,300

5000 11,300 24

(2) 24,765

500
18,576 0 157 0 7 0 3 0 5

( ) 10,718
0 5 0 14 500

1,000 266 24
500

【国交10】

-827-



500
6,214 0 251 0 5 0 3 0 5

( ) 8,188
0 5 0 14 1,000

2,700
786 0 526 0 5 0 3 0 5

( ) 5,859
0 5 0 14 2,700

5000 2,700
24

(3)

500
3,695 0 143 0 6 0 3 0 5

1,664
0 5 0 14 500

(4)

( ) 3,673
636 0 3 0 5 0 5 0 14 550

10kw 1,392 1,272 50
50kw 20kw 1kw 27 5

26 15

  

【国交10】

-828-



【国交10】

-829-



【国交11】

-830-



【国交11】

-831-



【国交11】

-832-



【国交11】

-833-



【国交11】

別紙

-834-



【国交11】

-835-



【国交12】

-836-



【国交12】

-837-



【国交12】

-838-



【国交12】

-839-



【国交12】

-840-



【国交12】

-841-



【国交12】

-842-



【国交12】

-843-



【国交13】

-844-



【国交13】

-845-



【国交13】

-846-



【国交13】

-847-



【国交13】

-848-



【国交13】

-849-



【国交13】

-850-



【国交13】

-851-



【国交14】

-852-



【国交14】

-853-



 

 
 

 

 
 

【国交14】

-854-



 

 
 

【国交14】

-855-



【国交15】

-856-



【国交15】

-857-



【国交15】

-858-



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

 
【国交15】

-859-



 
 

【国交15】

-860-



【国交15】

-861-



【国交15】

-862-



【国交15】

-863-



【国交16】【国交16】

-864-



【国交16】【国交16】

-865-



【国交16】【国交16】

-866-



【国交16】【国交16】

-867-



【国交16】【国交16】

-868-



【国交16】

-869-



【国交17】

-870-



【国交17】

-871-



【国交17】

-872-



【国交17】

-873-



【国交17】

-874-



【国交17】

-875-



【国交18】

-876-



【国交18】

-877-



【国交18】

-878-



【国交18】

-879-



【国交19】

-880-



【国交19】

-881-



【国交19】

-882-



【国交19】

-883-



【国交20】

-884-



 

 
 

【国交20】

-885-



 

 
 

 

 
 

【国交20】

-886-



【国交20】

-887-



【国交20】

-888-



【国交20】

-889-



【国交21】

-890-



【国交21】

-891-



【国交21】

-892-



【国交21】

-893-



【国交21】

-894-



【国交21】

-895-



【国交21】

-896-



【国交21】

-897-



【国交21】

-898-



【国交21】

-899-



【国交22】

-900-



【国交22】

-901-



 

 
 

【国交22】

-902-



 

 
 

 

 
 

【国交22】

-903-



 

 
 

 

 
 

【国交22】

-904-



 

 
 

 

 
 

【国交22】

-905-



 

 
 

【国交22】

-906-



  

環境省 
 

 

-907-



  

-908-



番号 制度名

環境01 国立研究開発法人への寄附に係る税制措置

環境02 投資法人に係る税制優遇措置の拡充

環境03 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

環境04 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限の延長（グリーン投資減税）

環境05 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充

環境06 コージェネレーションに係る課税標準の特例措置の延長

環境07
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（都道府県立自然公園特別地域等で環境大臣が認定した地域内の
土地が地方公共団体に買い取られる場合）

環境08
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（廃棄物の搬入施設の整備事業の用に供するために広域臨海環境
整備センターに買い取られる場合）

 環境省

-909-



【環境01】

-910-



 

 
 

 

 
 

【環境01】

-911-



 

 
 

 

 
 

【環境01】

-912-



  

【環境01】

-913-



  

【環境01】

-914-



  

【環境01】

-915-



 

【環境01】

-916-



【環境01】

-917-



【環境02】

-918-



 

 
 

【環境02】

-919-
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番号 制度名

防衛01 予備自衛官等を雇用した場合の法人税額等の特別控除

防衛02 ＡＣＳＡによる免税軽油の提供時における課税免除の特例措置の創設

防衛03 自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用に供する機械等に係る課税免除の特例措置の恒久化

防衛04 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

防衛05 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充

 防衛省
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【資料１】 

租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン 

 

 

      平 成 2 2 年 ５ 月 2 8 日 

政策評価各府省連絡会議了承 

平 成 2 5 年 ８ 月 ５ 日 

一 部 改 正 

 

本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「政策評価法」という。）の枠

組みの下、国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税特別措置等」という。）に係る政策

評価を円滑かつ効率的に実施するとともに、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業に有用な情報を提供し、

もって国民への説明責任を果たすことに資するよう、租税特別措置等に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針を示した

ものである。 

本ガイドラインについては、各行政機関の取組の進展等を踏まえ、必要に応じ、租税特別措置等に係る政策評価の改善及び

充実のため、所要の見直しを行う。 

 

Ⅰ 評価に当たって 

  平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定。以下「22 年度大綱」という。）において、租税特別措置等は、

「その多くが特定の者の税負担を軽減することなどにより産業政策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘導する

手段となっています。他方、こうした租税特別措置等は、「公平・透明・納得」の原則から見れば、税負担の公平の原則の

例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなく

てはなりません。」との考え方が示されている。租税特別措置等の透明化及びその適宜適切な見直しを図る上で、政策評価

の果たす役割は大きいものと考えられる。 
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22 年度大綱においては、租税特別措置等の抜本的な見直しに関し、政策評価を厳格に行うこととされたほか、見直しの指

針として、政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等において、税収減を是認するような有効性が客観的に確認されている

かが明記された。また、経済財政運営と改革の基本方針（平成 25 年６月 14 日閣議決定）においては、政策税制の政策評価

については租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成 22 年法律第８号。以下「租特透明化法」という。）に基

づく適用実態調査を活用するなど改善を図るとされたところである。 

租税特別措置等に係る政策評価は、これらの閣議決定に適切に対応するよう実施するものである。評価の実施においては、

客観的なデータを可能な限り明らかにし、租税特別措置等の新設、拡充又は延長の適否や租税特別措置等の具体的な内容に

ついての検討に資するよう分析するとともに、分析内容が国民や利害関係者等との議論の共通の土台として用いられ、各行

政機関における検討作業や政府における税制改正作業において有効に用いられることが重要である。 

 

Ⅱ 評価の方法 

１ 評価の対象 

事前評価の対象となるのは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条第７号及び

第８号並びに政策評価に関する基本方針（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定）Ⅰ４キに規定する政策である。行政機関が行う政

策の評価に関する法律施行令第３条第７号ロ及び第８号における「税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置」

とは、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行う措置を指すものである。 

事後評価の対象となるのは、政策評価に関する基本方針Ⅰ５カに規定する政策である。そのうち、法人税、法人住民税及

び法人事業税関係の租税特別措置等の具体的範囲は、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号イ及びロ

と同様である。 

 

２ 評価の単位 

  事前評価の対象となる租税特別措置等に係る政策については、各行政機関における税制改正要望に当たって、事前評価が

実施されることになる。事前評価の結果が、各行政機関における税制改正要望や、その後の税制改正作業に適切に対応する

ものとなるよう、事前評価の対象とする政策の単位は、原則として税制改正要望を行う租税特別措置等の単位に対応させる。 
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  事後評価については、事前評価の単位を踏まえ、適切な単位により実施する。 

 

 

３ 評価の実施主体 

 (1) 事前評価 

事前評価は、租税特別措置等の新設、拡充又は延長を要望しようとする行政機関が実施する。同一の租税特別措置等に

ついて、複数の行政機関が要望を行う場合は、各行政機関が評価の実施主体であることを前提として、必要に応じて、各

行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

 (2) 事後評価 

    事後評価は、評価の対象となる租税特別措置等に係る政策について、過去に当該租税特別措置等の要望を行った行政機

関が実施する。同一の租税特別措置等について、複数の行政機関が関係する場合は、各行政機関が評価の実施主体である

ことを前提として、必要に応じて、各行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

４ 評価の内容 

  租税特別措置等に係る政策の事前評価及び事後評価は、以下の内容により行う。事前評価の結果は、事後評価によって必

ず検証されることが重要である。 

(1) 事前評価 

ア 分析対象期間 

    租税特別措置等の新設を要望しようとする場合、分析対象期間としては、要望に係る租税特別措置等の適用期間、効

果や減収額等の推計における予測精度を考慮して、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合、将来にわたる予測部分についての分析対象期間としては、

上記新設の場合による。また、過去の実績部分についての分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、

個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 
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 イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

要望に係る租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。この政策目的とは、22 年度大綱

における「租税特別措置の見直しに関する基本方針」の別添「政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）」

に記載されている「背景にある政策」に係る目的と基本的に同様である（（２）イ（ⅰ）において同じ。）。 

政策目的の説明に併せ、当該政策目的がどのような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明ら

かにすることにより、当該政策目的が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事前評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を予測・把握

するとともに、税収減を是認するような効果が見込まれるか（確認されるか）を説明する。租税特別措置等の新設を要

望しようとする場合は、推計によることになり、拡充又は延長を要望しようとする場合は、推計に加え、過去の実績を

把握する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明らかにする。 

    租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基

づき把握される適用実態等に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて予測・把握する。 

-1008-



租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されるか（されたか）をできる限り定量的に把握する。効果の将来予測を行う場合は、租税特別措置等が

新設されない場合、拡充又は延長されない場合に予想される状況についても説明する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合は、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ

ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による様々な波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明ら

かにするよう努める。 

また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合において、それまでの間に効果が上がっていないと考えられ

る場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか

を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

 

 (2) 事後評価 

  ア 分析対象期間 

    事後評価の分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 
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  イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。政策目的の説明に併せ、当該政策目的がど

のような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明らかにすることにより、当該政策目的が優先度

や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事後評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を把握すると

ともに、税収減を是認するような効果が確認されるかを説明する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明

らかにする。 

    租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法に基づき把握される適用実態等

に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて把握する。 

租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されたかをできる限り定量的に把握する。その際、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ

ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明らかにす

るよう努める。 
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また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

事後評価において、効果が上がっていないと考えられる場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか

を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

 

  オ 評価結果の反映の方向性 

    事後評価の結果を、評価の対象とした租税特別措置等の在り方にどのように反映させるかを説明する。 

 

５ 評価の実施時期等 

(1) 事前評価 

事前評価は、各行政機関における租税特別措置等の要望に際して、評価によって得られる情報が有用なものとして用い

られるよう適切なタイミングで実施することが原則である。ただし、要望の段階で、要望の内容を具体化することが困難

な場合には、要望後の適切なタイミングで評価の結果を公表する。各行政機関においては、要望の着想から決定に至る一

連の過程の中で、できる限り早期に評価を開始するよう努めるべきである。 

 

 (2) 事後評価 

事後評価は、その結果が、各行政機関における租税特別措置等についての検討作業や税制改正作業において有効に活用

されるよう、原則として毎年８月末までの適切なタイミングで実施する。 
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また、租税特別措置等については、定期的にその効果等の検証が行われることが重要であり、事後評価を継続的に実施

していく必要がある。事後評価のサイクルとしては、政策評価に関する基本計画の期間を踏まえ、３年から５年に１回は

評価を行うことを原則とする。各行政機関においては、事後評価を実施しない年度においても、不断の検証を行うよう努

める。 

その際、期限の定めのない措置や 10 年以上にわたって存続している措置から順に事後評価に取り組むなど、評価の必

要性の高いものから計画的に評価に取り組む。 

なお、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して事前評価を実施した場合は、事後評価の要素を含んでいる

ことから、改めて事後評価を実施することは要しない。 

 

６ 総務省による客観性担保評価活動 

  総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施

する。点検結果については、毎年度の税制改正作業に対し、適時に提供する。 

 

７ その他 

 (1) 有識者の見解 

    租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会での検討結果や有識者の見解がある場合、これらを評価書に記

載する。 

 

 (2) 適用実態に関する情報の提供等 

    各行政機関、財務省及び総務省は、政策評価に必要な租税特別措置等の適用実態に関する情報の提供・利用については、

租特透明化法及び地方税法の枠組みの下、適切に対応する。 

 

 (3) 分析内容の充実 

    今後新たに取り組んでいくことになる租税特別措置等に係る政策評価については、一層の質の向上を図っていくことが
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重要である。このため、総務省行政評価局において、財務省や総務省、各行政機関の協力を得て、必要な取組を推進する。

また、各行政機関においても、自らの評価の質の充実を図っていくことが重要である。 
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【資料２】 

経済財政運営と改革の基本方針 ～脱デフレ・経済再生～（平成25年６月14日閣議決定）（抄） 

 

 

第３章 経済再生と財政健全化の両立 

日本経済の発展を支えるとともに少子高齢化が進展する中にあっても人々が安心して暮らしていけるよう、持続可能な財政と社

会保障を構築していくことが必要不可欠である。また、三本の矢が持続的に効果を発揮するためにも、財政健全化への取組は極め

て重要である。 

 

４．実効性あるＰＤＣＡの実行 

政策評価は、政策の効果と質を高めるための政策インフラである。以下の取組を通じて実効性あるＰＤＣＡサイクルを確立し、

行政サービスのコスト削減・質の向上を図るとともに、政策目的に照らして効果の高いものに重点的に資源配分する。 

 （略） 

・ 発足後５年を経過した規制に係る事前評価制度の改善について引き続き検討するとともに、政策税制の政策評価については

租特透明化法に基づく適用実態調査を活用するなど改善を図る。 
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